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敦賀市営住宅の入居資格
の検討について

第２回敦賀市営住宅あり方検討委員会 資料No.３
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委員会で検討する資格

①現に住宅に困窮していることが明らかな者 （法23条2項）

②世帯の所得月額が１５万８千円以下である者（※）（条例５条）

③現に同居し、又は同居しようとする親族がある者 （条例５条）

④市税を滞納していない者 （条例５条）

⑤暴力団員でない者 （条例５条）

⑥連帯保証人１名がある者 （条例９条）

⑦市内に住所を持つ、または市内に就業予定の者 （申込要領）

（※）高齢者、障がい者、子育て世帯等の特に居住の安定を図るため必要

な場合は所得月額は２５万９千円以下となる（条例５条）

変更困難

変更困難

変更不可
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同居親族要件の検討 ①

理由等（逐条解説）規 定年 代

戦後～昭和中期

・1人世帯は、同居や間借で著しい生活上の不便が生じないため、1戸の住宅を必要としない者とされ、2
人以上の世帯に住宅を供給する事を優先
昭和後期～平成23年法改正まで

・民間賃貸住宅市場では、単身者向けの賃貸住宅の供給量は多いが、家族向けの賃貸住宅は、その家
賃水準も含め、市場での供給が十分とはいえない状況

同居親族要件
を規定

昭和２６年

公営住宅法
制定

・民間市場において、高齢者や障がい者については、その居住に適した設備を有する賃貸住宅はの供
給は十分ではない
・１人暮らしの高齢者や障がい者等は、その状況から居住の安定を図る必要性が高い

高齢単身者
障がい者等
の単身入居可

昭和５５年

公営住宅法
改正

・精神障がい者等の単身生活の地域支援体制が整うにあたり、精神障がい者等の単身生活が可能に
なってきており、身体障がい者同様単身入居を認める必要性
・DV被害者について、民間賃貸住宅への入居が極めて困難である事、自立を図るための中長期的な住
宅が必要である事

精神障がい者
DV被害者等の
単身入居可

平成１７年

公営住宅法
改正

・単身世帯数が単身世帯向け住戸の供給量を大幅に上回っており、単身者でも住宅困窮度の高い場合
が増加
・地域の自主性を強化し、自由度の拡大を図る観点から、公営住宅法を見直し

同居親族要件
の廃止

平成２３年

公営住宅法
改正

公営住宅法における同居親族要件の経緯
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同居親族要件の検討 ②

敦賀市の対応等規 定年 代

・同居親族要件を前提とした家族用住戸のみで構成される、３～５階建の市営住宅を建築
（～平成2年 中耐39棟982戸 ）

同居親族要件を
規定

昭和２６年
公営住宅法制定

・１人暮らしの高齢者や障がい者等の居住の安定を図るためバリアフリー対応の単身部屋を含む市
営住宅を建築（平成3年～中耐12棟232戸のうち、中耐8棟59戸が高齢者・障がい者の単身者専用）

高齢単身者
障がい者等
の単身入居可

昭和５５年

公営住宅法改正

・廃止により、従来の要件免除者（高齢者や要配慮者）の受け入れが阻害される可能性
・若年層単身者等を入居資格とすることで、民間賃貸住宅市場への影響

同居親族要件は廃止しない

一部の家族用住戸を
単身入居可能な汎用部屋
として公募（10戸）

汎用部屋の部屋数増加
（10戸→25戸） 内訳（２階1戸、3階4戸、4階10戸、5階、8戸）

同居親族要件の
廃止

平成２３年

公営住宅法改正

令和２年

令和５年
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同居親族要件の検討 ③

令和2～6年度令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度
管理
戸数

住宅タイプ
倍率

申込
件数

募集
戸数

倍率
申込
件数

募集
戸数

倍率
申込
件数

募集
戸数

倍率
申込
件数

募集
戸数

倍率
申込
件数

募集
戸数

倍率
申込
件数

募集
戸数

0.52 581120.89 16180.76 13170.50 9180.68 15220.14 5371,405家族用住戸

(1.94) (33)(17)(1.00) (6)(6)(3.00) (6)(2)(2.33) (7)(3)(3.67) (11)(3)(1.00) (3)(3)(122)うち築20年以内住戸

5.07 76156.33 1937.50 1524.00 823.50 1445.00 20459単身用住戸

0.09 2230.08 112－000.00 010.00 030.14 1725汎用住戸

0.91 1361501.09 36331.47 28190.81 17211.00 29290.54 26481,464合 計

敦賀市における市営住宅の現状（公募状況及び、空き室状況）
敦賀市営住宅の公募状況及び申込状況
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同居親族要件の検討 ④
敦賀市における同居親族要件の扱い

規定（詳細）規定内容法令等

現に同居し、又は同居しようとする親族があること。同居親族要件の規定敦賀市営住宅
管理条例
第５条第１項第１号

『６０歳以上の者、障がい者、戦傷病者、原子爆弾被爆者、被生活
保護者、中国残留邦人、海外引揚者、ハンセン病療養者、DV被害
者』は同居親族要件適用除外

同居親族要件の適用
除外規定

敦賀市営住宅管理
条例施行規則
第１条の２

[各住戸の定義]
単身用住戸：単身者のうち、同居親族要件適用除外者のみ入居
家族用住戸：家族（２人以上の世帯）のみ入居可
汎用住戸 ：単身者及び家族（誰でも）入居可
※ 汎用住戸は、家族用住戸への入居を必要とする世帯の入居が阻害さ
れない範囲で要領において選定
（住居専有面積が６５㎡以下、かつ５年以上継続して空き家）

単身用住戸(75戸)
家族用住戸（1,402戸）
汎用住戸（25戸）
を定義

敦賀市営住宅単身
入居事務取扱要領
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同居親族要件の検討 ⑤
同居親族要件の今後のあり方の検討

単身用住戸
７５戸

（同居親族要件
適用除外者が対

象）
汎用住戸 ２５戸
（世帯の要件無し）

家族用住戸
1,364戸

(同居親族要件 有)

デメリットメリット検討事項

・低層階での要配慮者の受け入
れ態勢が困難になる可能性

・単身要配慮者の受け入
れ態勢の向上

・単身世帯受入による入
居率増加

同居親族要件の廃止
（全住戸で単身での入居が
可能）（単身用住戸は優先
入居により従来の入居者に
制限可能）

・単身用住戸はそもそも倍率高く
不足気味

・例えば非課税世帯や犯
罪被害者などの者につい
て、単身用住戸での受入
が可能

同居親族要件適用除外
の範囲を拡大

・低層階での要配慮者の受け入
れ態勢が困難になる可能性

・単身用配慮者の受入れ
態勢の向上

・単身世帯受入による入
居率増加

家族用住戸、汎用住戸
の定義を変更
(同居親族要件適用除外者

の家族用住戸への単身入
居を可能とする)
（汎用住戸の戸数を増やす）

・同居親族要件適用除外者以外は、汎用住戸のみ
7

平成２３年公営住宅法の改正により同居親族要件と同様に連帯保
証人要件の廃止

⇒ 地域の自主性を強化し、自由度の拡大を図る観点から、連帯保

証人については各自治体の条例等で規定

連帯保証人要件 ①

公営住宅法における連帯保証人要件の廃止及び敦賀市の状況

敦賀市営住宅管理条例第９条第１項第１号

入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人１名の連署する請書を提出
すること。

敦賀市

公 営

住宅法

敦賀市営住宅管理条例施行規則第５条第１項

次の各号に定める場合に、特別な理由と市長が認めた場合は、連帯保証人は不要とする。
（１）満60歳以上の老人及び18歳未満の児童等のみの世帯でかつ親族がない場合
（２）入居決定者が最近３月以内の転入者で、連帯保証人を付けることが困難と認める場合
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連帯保証人要件 ②
全国自治体の連帯保証人要件の状況

敦賀市

県内では、高浜
町及び永平寺町
のみ法人も認め
ており、その他の
県市町は自然人
のみが要件
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連帯保証人要件 ③
敦賀市での連帯保証人効果

上記は連帯保証人への直接交渉による収納。

上記収納の他、連帯保証人への催告書送付による収納や連帯保証人が名義人に支払いを説得した事による
納付もある（詳細額は不明）
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連帯保証人要件 ④
民間賃貸住宅の家賃保証の状況

家賃債務保証事業者協議会HPより
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連帯保証人要件 ⑤

連帯保証人要件の今後のあり方検討

デメリットメリット検討事項

・収納率の低下（本人の意識低下）
・収納率の低下（代理納付者不在）

・連帯保証人を確保出来ない
要配慮者の受け入れが可能

連帯保証人要件の廃止

・債務保証の審査が通らない要配慮者
については、自然人の連帯保証人が
必要

・連帯保証人を確保出来ない
要配慮者の受入れが可能

・担保権を確保できる

連帯保証人に自然人だけで
なく法人（債務保証会社）も含
める

・免除規定の変更内容や変更範囲を細
かく検討する必要がある。

・免除規定の対象外の者は連帯保証人
の確保が必要

・連帯保証人を確保出来ない
要配慮者の受入れが可能
・要配慮者以外には、通常通り

担保権を確保できる

連帯保証人免除規定の見直し

（例：生活保護者は免除可能 等）
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市税の完納要件 ①
公営住宅の完納要件に関する、国の指針

理由等（逐条解説）規 定年 代

急速な人口の高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するため、真に住宅
に困窮する者に対し、良好な居住環境を備えた公営住宅の的確な供給を図ることを
目的とした改正

・家賃算定方法の見直し
・入居収入基準の見直し
・裁量世帯の設定
・その他、様々な見直し

平成８年

公営住宅法改正

市営住宅の入居者資格について、公営住宅法２３条で規定する部分は最小限の
条件である。地域の実情に応じて入居者の具備すべき条件を定めることができる。
例えば、「国税、地方税を滞納していない者であること」等の条件を加えることがで
きる。

・入居者の具備すべき条件の
例示として「税の滞納」を記載

平成８年

「公営住宅管理標
準条例（案）につい
て」の通知

税を滞納している場合であっても配慮すべき場合もあると考えられることから、当該
例示を削除する。
なお、入居者の具備すべき条件は地域の実情を総合的に勘案して判断することが
必要である。

・入居者の具備すべき条件の
例示にある「税の滞納」を削
除

平成３０年

「公営住宅管理標
準条例（案）につい
て」の改正
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市税の完納要件 ②
敦賀市における市税等の滞納による行政サービスの制限

制限の内容制限の区分

競争入札、小規模修繕業務の契約、庁舎広告案内板及びデジタルサイネージ、封筒広告形成、返戻品提供事業者、介護予防・
日常生活支援総合事業 事業所指定、介護サービス事業者の公募、各施設指定管理者応募資格 等

参加資格

結婚新生活支援事業、不妊治療日情勢事業、がん患者アピアランスサポート事業、国民健康保険被保険者証、同限度額適応
認定証、人間ドック、後期高齢者医療日保険者証、介護保険、ねたきり老人等介護福祉手当の支給、家族介護継続介護用品支
給事業、市営住宅新規入居申込み、空き家関連補助金、吹き付けアスベスト調査事業、建築物耐風対策支援事業、危険ブロッ
ク塀等除却支援事業、子育て世帯と移住者への住まい支援事業、木造住宅耐震化促進事業、（婚活）マッチングシステム利用登
録料助成金、景観形成推進地区外観整備業補助金、水栓便所改造費補助金 等

個人向サービスの
制限

介護人材確保対策事業、住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業、野良猫不妊手術費補助事業、中小企業活性化支援事業、
小規模事業者特別資金融資、信用保証料補給金、企業立地促進補助金、キャッシュレス・インバウンド対応支援事業補助金、緊
急経済対策利子補給、店舗棟魅力向上支援事業、サテライトオフィス整備事業補助金、企業の魅力UP応援補助金、企業説明会

当出店補助金、官民連携奨学金返還支援の連携事業者登録、ふるさと応援チャレンジ補助金、出会いの場創出支援事業費補
助金、多様な宿泊施設整備事業支援補助金、敦賀市体験観光メニュー開発等支援事業補助金 等

法人向サービスの
制限

※ 生活保護など、福祉系事業については、完納要件はない。 14
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市税の完納要件 ③

政令市の入居資格における市税等の完納要件の有無

制限の内容制限の区分

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新
潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、岡山市、広島市、熊本市

完納要件 有

京都市、大阪市、堺市、福岡市
完納要件 無

（住宅使用料
滞納要件有）

神戸市、北九州市完納要件 無

他市町における入居資格（市税等の滞納）の状況

石巻市 市と納付誓約することで入居を認める。
四日市市 市区町村税が免除されているか、非課税である場合は、この限りでない。

他市町の入居資格における市税等の完納要件（緩和要件）
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市税の完納要件 ④

市税等完納要件の今後のあり方検討

デメリットメリット検討事項

・収納率の低下

・住宅確保要配慮者以外（悪質滞納者
等）の入居も可能

・滞納を理由に住宅確保要
配慮者を拒む必要がない

完納要件の撤廃

・収納率の低下
・要配慮者の定義

・滞納を理由に住宅確保要
配慮者を拒む必要がない

完納要件の緩和（四日市）
（完納要件免除者を規定）
・住宅確保要配慮者への完納要件
免除 等

・履行監視が必要
・約束を破る人への対処が困難
（誓約不履行や分納不履行時）

・滞納を理由に住宅確保要
配慮者を拒む必要がない
・収納率が低下しにくい

完納要件の緩和（石巻）
（「完納」の定義を緩和）
・分納、換価の猶予

納付誓約、執行停止中 等
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